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卒業式などで国歌斉唱

時に起立しないことを理

由として懲戒処分を受け

た教職員らについての最

高裁判決がありました。

起立することは校長の

職務命令です。この命令

に従わない職員に対して

どの程度処分が妥当か？

ということです。

この判決では、停職2人

のうち1人、減給1人の処

分を“裁量権の乱用で違

法”と判断しました。

減給や停職処分が出来

るのは、“規律や秩序を

大きく害する行為で処分

歴があるなど、処分によ

る不利益と比べても、な

お処分が必要な場合に限

られる”としました。

具体的には次のような

判断をしています。

ではそれほど多くないと

思います。しかし、各事

案について、どの程度の

懲戒処分が妥当かという

判断基準は意外と難しい

ものです。

就業規則でも、譴責、

減給、出勤停止の理由の

列挙はしていますが、

各々細かく分けていない

のが一般的です。

処分の中でも、減給と

出勤停止の処分に関して

は、相当な理由が必要と

思われます。これは、給

与が支給されない＝生活

の糧を失うことになるか

らでしょう。

処分には事実関係を正

確に確認しないで行うと

後からトラブルに発展し

かねませんので、処分特

に給与に関わるものは慎

重に行いましょう。
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まず、適法と判断した

例です。

懲戒5回と文書訓告2回

の処分歴がある上、国旗

を引きずり降ろすなど積

極的な妨害があった。

この職員は停職3ヵ月と

しました。

不適当と判断したのは

次の2人です。

処分歴は過去2年で3回

にとどまり式典の積極的

妨害もない。

停職1ヶ月を不適当とし

ました。

処分歴は過去1回のみ式

典の積極妨害もない。

この職員は減給1ヶ月と

いう処分が下されていま

した。

懲戒処分を不服として

裁判になる例は民間企業


